
№ 質問箇所 質 問 事 項 回   答

1

金抜き設計書 「諸経費①」について、一般管理費の前払金支出割合に
よる補正は「15％を超え25％以下（×1.03）」を適用さ
れていると考えてよろしいでしょうか。

入札公告（説明書）第６_その他6-4.(1)をご確認くださ
い。

2

金抜き設計書 「諸経費①」について、一般管理費等の率の補正につい
ては「発注者が金銭的保証を必要とする工事
（+0.04％）」を適用されていると考えてよろしいで
しょうか。

入札公告（説明書）第１_基本事項（調達手続きの概要）
1-11.をご確認ください。

3
金抜き設計書 本工事の積算における材料費について、単価ファイルや

物価資料によらず、見積を採用した項目があればお教え
願えないでしょうか。

材料単価については、貴社の施工計画に基づき、必要な費
用を計上願います。

4

金抜き設計書 番号1「道路掘削　土砂Ａ」について、同一断面内での
横方向土量は、「マスカーブ作成要領」に基づき、平均
搬土距離Ｌ＝30ｍのブルドーザ運搬として計上されてい
ると考えてよろしいでしょうか。

貴社の施工計画に基づきお考えください。

5
金抜き設計書 番号2「道路掘削　土砂Ｂ」について、土砂の運搬は全

て10ｔダンプトラックによる施工として計上されている
と考えてよろしいでしょうか。

貴社の施工計画に基づきお考えください。

6
金抜き設計書 番号3「道路掘削　土砂（表土）」について、土砂（表

土）の運搬は全てブルドーザによる施工として計上され
ていると考えてよろしいでしょうか。

貴社の施工計画に基づきお考えください。

7
金抜き設計書
設計図

番号5「客土掘削　土砂Ａ２」について、設計図5/167
「運搬経路図（2）」を全土量の運搬経路として想定さ
れていると考えてよろしいでしょうか。

運搬経路については、特記仕様書１３を参照の上、貴社の
施工計画に基づきお考えください。

8

金抜き設計書 番号6「盛土工　Ａ１」について、積算で計上されてい
る購入材料はクラッシャーランＣ－４０と考えてよろし
いでしょうか。異なる場合は、計上されている材料名を
お教え願えないでしょうか。

特記仕様書２５－３－１に記載のとおりです。

9
金抜き設計書 番号6「盛土工　Ａ１」について、盛土仕上がり1ｍ３当

りに計上されている購入材の割増率は、1.27と考えてよ
ろしいでしょうか。

土木工事積算基準第７編４－１に基づきお考えください。

10

金抜き設計書 番号7「盛土工　Ａ２」について、積算で計上されてい
る購入材料はクラッシャーランＣ－４０と考えてよろし
いでしょうか。異なる場合は、計上されている材料名を
お教え願えないでしょうか。

特記仕様書２５－３－１に記載のとおりです。
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11
金抜き設計書 番号7「盛土工　Ａ2」について、盛土仕上がり1ｍ３当

りに計上されている購入材の割増率は、1.27と考えてよ
ろしいでしょうか。

土木工事積算基準第７編４－１に基づきお考えください。

12

金抜き設計書 番号14「コンクリートブロック積工　コンクリートブ
ロック積み（練）控35ｃｍ」について、胴込コンクリー
ト、裏込コンクリート、天端コンクリート、止水コンク
リートの費用は全て単価に含むと考えてよろしいでしょ
うか。

共通仕様書４－１７－６に記載のとおり、全て単価に含む
ものとしてお考えください。

13

金抜き設計書 番号14「コンクリートブロック積工　コンクリートブ
ロック積み（練）控35ｃｍ」について、胴込コンクリー
ト、裏込コンクリート、天端コンクリート、止水コンク
リートの数量は設計数量に対して全て割増率1.12を計上
されていると考えてよろしいでしょうか。

土木工事積算基準１０編11－５に記載のとおりです。

14

金抜き設計書 番号61「鉄筋　Ｙ」について、各場所打ち杭配筋図に記
載されている「補強リング（杭頭部、中間部）」「ス
ペーサー固定用金具」「固定金具　Ｕボルト」は、単価
に含むと考えてよろしいでしょうか。

そのようにお考えください。

15
金抜き設計書 番号62「車線分離標　ポール（Ｈ＝650ｍｍ）」につい

て、既設車線分離標の撤去は計上されておらず、車線分
離標の新設のみと考えてよろしいでしょうか。

そのようにお考えください。

16

金抜き設計書
特記仕様書

番号72「構造物取壊し　アスファルト舗装版取壊し（Ｔ
ｙｐｅＡ）」について、特記仕様書ｐ.29　25-13-1に主
な施工機械「バックホウ・カッター」とありますが、計
上されているコンクリートカッターによる切断延長をお
教え願えないでしょうか。

貴社の施工計画に基づき、必要な範囲を計上ください。

17
金抜き設計書 番号76「基礎盛土工　基礎盛土工Ａ」について、盛土仕

上がり1ｍ３当りに計上されている購入材の割増率は、
1.27と考えてよろしいでしょうか。

土木工事積算基準第７編４－１に基づきお考えください。

18

金抜き設計書 番号85「防じんネット工　Ａ」について、使用材料は全
て購入品と考えてよろしいでしょうか。賃料として計上
されている場合は、対象の品目と期間をお教え願えない
でしょうか。

貴社の施工計画に基づきお考えください。

19
金抜き設計書 番号91「工事用道路ゲート工　Ａ」について、材料は全

てリース材ではなく購入材と考えてよろしいでしょう
か。

貴社の施工計画に基づきお考えください。
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20

金抜設計書 番号98「週休2日推進に係る補正額」について、調査基
準価格の算出では、直接工事費の率を乗じて計上されて
いると考えてよろしいでしょうか。

そのようにお考えください。

21

金抜設計書 番号99「週休2日推進に係る諸経費額」について、調査
基準価格の算出では、単価を共通仮設費と現場管理費に
区分してそれぞれの率を乗じて計上されていると考えて
よろしいでしょうか。

そのようにお考えください。

22

特記仕様書p.7「13.工事用道
路に関する事項」

「13-1　工事用道路の指定」（1）～（3）各運搬経路表
の「延長」について、各盛土施工箇所重心までの場内運
搬距離も含んでいると考えてよろしいでしょうか。

そのようにお考えください。

23

特記仕様書p.24「25-3.盛土
工」

「25-3-1　種別及び作業内容」について、盛土工Ａ１お
よび盛土工Ａ２に使用する材料は、積算上計上されてい
る材料に関係なく、「作業内容」欄に記載されている品
質規格（最大寸法100ｍｍ以下、修正ＣＢＲ10％以上、
等）を満足すればよいと考えてよろしいでしょうか。

そのようにお考えください。

24

特記仕様書p.34「25-19-4.材
料」

5）について、想定されている現場サンプリング（オー
ルコアボーリング）の径、延長、本数をお教え願えない
でしょうか。

貴社の施工計画に基づきお考えください。

25

特記仕様書p.34「25-19-5.施
工」

7）について、想定されている現場サンプリング（オー
ルコアボーリング）の径、延長、本数をお教え願えない
でしょうか。

貴社の施工計画に基づきお考えください。

26

特記仕様書p.43「25-28　土砂
流出防止柵工」

「25-28-2　種別」の「土砂流出防止柵　Ａ、Ｂ」につ
いて、「リース品」と記載されていますが、リース品は
「単管パイプ」のみで、松杭丸太、松矢板については購
入品と考えてよろしいでしょうか。

現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたしま
す。
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27

特記仕様書p.44「25-29　週休
2日推進工事に関する費用」

「25-29-3　補正対象項目及び補正方法」について、具
体的な計算方法は以下の手順と考えてよろしいでしょう
か。
Ａ）特記仕様書25-29-3（2）及び（3）に示されている
標準単価の補正及び稼働率の補正を含めた設計金額の算
出
Ｂ）Ａ）で算出した設計金額を基に、特記仕様書25-29-
3（1）①②に示されている労務費及び機械経費（賃料）
を算出
Ｃ）Ａ）で算出した設計金額を基に、特記仕様書25-29-
3（1）③④に示されている共通仮設費及び現場管理費を
算出

そのようにお考えください。

28

特記仕様書p.44「25-29　週休
2日推進工事に関する費用」

「25-29-3　補正対象項目及び補正方法」（1）「補正係
数による補正」について、「設計金額（補正前）」と
は、上記質問Ａ）の標準単価の補正及び稼働率による補
正のみを行った設計金額と考えてよろしいでしょうか。

そのようにお考えください。

29

特記仕様書p.49「26-10　疑
義」

場内仮設工事用道路の設置に当り、トラフィカビリ
ティー確保等のため敷鉄板や砕石等の仮設材が必要と
なった場合、要する費用は設計変更協議の対象と考えて
よろしいでしょうか。

必要性も含めて別途協議としてお考えください。

30

特記仕様書p.49「26-10　疑
義」

クラッシャーランＣ－４０が入札時の調達価格に対し
て、使用時期での調達価格が上昇している場合、単品ス
ライド条項の摘要対象となると考えてよろしいでしょう
か。

請負契約書第26条第5項（※）に該当する場合は単品スラ
イド条項の適用対象になります。
※「経過措置 契約書」参照

31

特記仕様書p.49「26-10　疑
義」

レディーミクストコンクリートが入札時の調達価格に対
して、使用時期での調達価格が上昇している場合、単品
スライド条項の摘要対象となると考えてよろしいでしょ
うか。

請負契約書第26条第5項（※）に該当する場合は単品スラ
イド条項の適用対象になります。
※「経過措置 契約書」参照

32

割掛対象参考内訳書 【準備工事費】「工事用車両泥落し装置費Ａ」につい
て、数量内訳（参考）の「散水車：5台」とは、10ｔ積
散水車運転費の延べ5台・日を計上されていると考えて
よろしいでしょうか。

貴社の施工計画に基づきお考えください。


